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おわりに

はじめに

　中国は1978年末に改革開放路線に踏み切って

以来，四半世紀以上にわたって高度経済成長を

続けてきた。しかしそれと同時に，多くの社会

問題が生じている。その中で代表的なのは都

市・農村間の格差が益々拡大したことである。

上海，北京といった大都市の住民の生活環境と

比べると，四川省，河南省のような内陸農村の

住民は保健，医療，教育といった行政サービス

の様々な面において不公平に扱われている1）。

　都市・農村間の格差とほぼ重なる形で中央，

省，市（地区），県，及び郷鎮からなる5段階（5

級）の政府構造の中で，上・下級政府間（上級

1）中国の地域格差の現状については，OECD［2004］や，関

志雄「地域格差を如何に是正するか」財務省財務総合政

策研究所中国研究会報告（2005年12月21日実施。ん伽ゾ

ωω鰍ηz（～ズgo、勿ゆ。醜。〃30左θ励。麗瑠肱〃z17Zo1珈17＿03〔五

p（が2006年5月25日参照）等を参照されたい。

≒都市，下級≒農村）間の財政力格差も非常に

大きい。筆者が度々現地調査に訪れた中部の農

業大品・河南省の北部農村では，5級政府間の

財政力比較をもじつた戯れ歌，「中央財政花盛

り，省級財政，是まずまずなり，市級財政どう

にか間に合い，県級財政成り立たない，出面財

政現に綻び」（中央財政話好過，省級財政也不錯，

市級財政将就過，県級財政論難過，郷鎮財政没

法過）が流行っているほどである。

　また，改革開雨後の中国では，市場経済化の

荒波の中で中西部の省は産業競争力が東部のも

のに到底及ぼないという状況下にあって，益々

経済の低迷と財源の不足に苦しめられることと

なった。高い失業率，交通網の未整備と官僚の

腐敗などによる操業のコスト・アップを嫌った

外国投資の手控えなどで，まだまだ経済上の停

滞が続くというのが中西部の実態である2）。

　都市・農村間，上・下級政府間，および東部

と中西部という地域間に存在するこうした，い

わば多次元の財政力格差を是正するのは政府

（財政）の役割である。その意味で中国にとっ

て完備した地方財政調整システムが必要とな

る。では，現実に中国の地方財政調整システム

は都市・農村問，上・下級政府間，および地域

間の財源調整や，ナショナル・ミニマムの確保

に如何なる役割を果たしてきたのだろうか。

2）前掲したOECDの報告書及び関志雄氏の報告参照。
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　このような問題意識を踏まえ，本稿では以下

のことについて初歩的な検討をしてみたい。

　第一に，中国の国家制度と税財政制度はどう

なっているのかを見る。中国は56の民族と13億

の人口を擁しながらも，単一制にこだわってい

る。これまでに中国の単一制を支えてきたのは

その独特な中央集権的国家制度と税財政制度で

あった。ところが，今では，たとえばOECDが

この1，2年に公開した一連の中国関連の報告書

において指摘したように，省以下の地方では，

制度上中央集権的になっている財政システム

は実質上，高度にかつ非均一に財政分権的に

（highly　and　unevenly　de6entralised　fiscal　system）

運用されている3）（1節　中国の国家制度と税

財政制度）。

　第二に，中西部の省の財源不足（financing

shortfalls）がどの程度のものかを検証する。

1994年1月に中央・地方間で分税制（分税制の

詳細は後述）という財政制度が導入された以

降，中西部の省の財政状況は急速に悪化し，東

部の省との所得・財政格差は益々拡大した。こ

れらの省で主に農村を管轄する県，郷鎮（日本

の町村に相当）はとりわけ深刻な財政難に陥っ

たため，政府機関の職員や，義務教育学校の教

員への給与支給さえ困難になっている。なぜ分

税制導入後に中西部農村の財政難問題が深刻化

したかについてはさまざまな原因が考えられる

が，とりわけ重要なのは現行の財政制度が政府

間財政調整の機能を十分に果たしていないこ

とが指摘されている（OECD［2005a］，Chapter

4，0ECD［2005b］，Chapter　8及びOECD［2006］，

Chapter　3参照）。つまり中西部の省の農村地

3）1995年以降，中国政府はオブザーバーとして，OECDの

Economics　Departementをはじめ多くの部会の活動に積極的

に参加し，数多くの勧告を受けてきた。本稿では，近年

の勧告（報告書）を幅広く参考にしている。

第73巻　第1号

域では，経済の成長が停滞しているにもかかわ

らず，財源が保障されないまま多くの支出責任

（unfunded　expenditure　mandate）を押し付けら

れている。その結果，中西部の県や郷鎮の財源

不足問題が実に深刻である。この財源不足は，

究極のところ中西部の農村の経済発展が東部よ

り立ち遅れている点に起因する。しかし，経済

発展の目処がいつ立つかは見当がつかないし，

たとえ経済が発展して財政状況が好転すると

しても，それまでの問，財源不足分（financing

gaps）を誰かが補填せねばならない。しかもそ

の財源不足分の正確な額は誰もわからないが，

OECDの概算（OECD［2006］，ANNEX　C参照）

を見れば，際限もないほど大きいことは確かで

ある（1節　中西部の省の財源不足）。

　第三に，中央・地方間の共有税システムを検

討する。共有税（shared　tax）こそが現代中国

の財政システムを考える際の原点である。共有

税制度は単一制国家・中国における財政分権主

義への試みにかかわる議論の産物であり，分税

制後の地方財政調整システムの生成と展開過程

で発展を遂げてきた。現在では，共有税には増

値税（付加価値税），企業所得税（法人税），個

人所得税（所得税），証券取引の印紙均等がある。

政府次元としては中央，省，市，県，郷戸の全

5級政府がすべて共有税システムから主たる収

入を得ている（春節　共有税システム）。

　第四に，共有税の中で，全税収の約4割を占

める増耳蝉は独特の役割を果たしている。ここ

で，増値税が中央・省間でどのように分配され

るか，そしてその省分が省の内部でどのように

分配されるかを見る。増値税の分配システムは

中央・省間の財源調整であると同時に，省以下

政府間の財源調整の第一段階でもある。中西部

の省の財源不足分はまずこの分配システムに
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よって補填されることは望ましいが，現行の分

配システムのままでは，この問題の解決には束

主無策である（IV節　増値税の分配システム）。

　第五に，中央から各省への財政移転（fiscal

transfer）をみる。近年来，胡錦濤・温家宝政権

が調和の取れた，いわゆる「和譜社会」の実現

を目指して，これまでの「効率（effectiveness）

一辺倒」の姿勢を改めて公平（equity）をも重

視する政策への転換を進めている。その一環

として，中央から省レベルへ各種の移転支出を

通じて省間の税財源の過不足を調整している。

しかし，制度化の度合いが低いため，現行の移

転支出システムの財政調整機能が弱く，省問の

財政力格差の平準化には大きく貢献していない

（V節　中央から省への財政移転）。

　第六に，省以下政府間の財政移転システムを

見る。4層の地方政府を持つ国は国際的に見て

もほとんど中国にしかみられない6そのため，

中国では，実際にまず中央から各省へ移転支出

を行い，省は中央から交付された資金の再配分

のほか，省内の垂直的移転システムを通じて富

裕団体から貧困団体に資金を移転し，結果とし

て弱体団体の財源不足分を補う方式を採ってい

る。しかし，各省内における財政移転は，中央・

省間のシステムが省以下に単純に拡張されただ

けに見えるが，その実態は変質と言えるほどに

変化が生じている（VI節　省以下政府間の財政

移転）。

　最後に「おわりに」において，本稿をまとめ，

中国における地方財政調整の今後を展望する。

1　中国の国家制度と税財政制度

1．本稿の課題

今の中国財政が抱えている最大の課題は，地

域間，都市・農村間及び上・下級政府間の多次

元の財政力格差の是正にある。そこで，中西部

の省の財源不足問題を手がかりに，これまでに

中国の地方財政調整システムがどのように生成

し展開され，この多次元の財政力格差の平準化

のために如何なる役割を果たしてきたのかを解

明することは本稿の目的であり，課題である。

　なお，本稿でいう「農村」とは，基本的に県，

三面の管轄するエリアを指し，中国では人口の

約6割（2005年末）が農村で暮らしている。

　また，「地方」とは，各省・自治区・直轄市

のことを指し，省を地方一般の略称とする。

　ところが，中国では，地方の農村の立場を代

弁する中央省庁がないため，中央．や省の横暴か

ら県や郷士のような基礎自治体の権益を守る緩

衝措置が存在しない。また，憲法上，民族自治

地方について一部の自治権を認める以外，その

他の地方については，地方自治に関する規定が

ない。「中央と地方の国家“の役割分担は

中央の統一的指導の下で地方の自主性と積極性

を存分に生かす原則にしたがう」（憲法第3条

第4項）としながらも，「地方各級人民政府は，

地方の各級国家権力機関（人民代表大会一訳注）

の執行機関である」（同第105条第1項）と規定

するように，中央は地方を単なる自らの指令を

実施する「出先機関」とみなしている。

　確かに，中央はこれまでにも財政力が弱い中

西部の省に対して，経済救済を行ってきた。経

済救済の手段の一つが地方財政調整であった。

　しかし，地方財政調整が行われてきたにもか

かわらず，東部・中西部問，都市・農村間及び

上・下級政府間の財政力格差が平準化しないば

かりか，ところによってはむしろ拡大された。

中西部の県（県級市を含む）のような弱体団体

では，財政破綻の危機にさえ直面している。
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　本稿は中西部の省や，これらの省の管下でも

とりわけ財政難問題が深刻な農村部の県・郷鎮

のような弱体団体の立場を前面に押し出し，現

行の地方財政調整システムの限界を考える。

2．現代中国の国家制度

　中国は単一共和制の下で独特な財政システム

を持つ国である。1949年に共産党政権成立の際

に連邦制の議論もあったが，国家統一の維持が

至上命題とされたため，結局集権的な財政シス

テムを構築することに至った。この財政システ

ムが今日に至るまで単一制国家を支えてきた。

　確かに，改革開放路線に転じてから，中国で

は，「社会主義」よりも「市場経済」に軸足が

置かれる，いわば「社会主義」の冠を被った「市

場経済」国家が志向されるようになった。

　しかし，この「中国特色のある市場経済シス

テム」の下では，通常の市場経済国家と違って

国家機構には行政，司法，立法の三権分立の原

則が適用されない。また，従前と同様に各級の

行政，司法及び立法機構は同級の共産党委員会

を通して共産党の指導下に置かれている。

第73巻　第1号

3．中国の地方税財政制度

（1）中国の地方行政区画

　中国の地方行政区画は，基本的に憲法第30条

の規定に基づき，省レベル，市（地区）レベ

ル，県レベル及び郷鎮レベルの4層に分けられ

る（図1を参照）。つまり，まず中国全体は省，

自治区または直轄市のいずれかに分けられる。

各省・自治区・直轄市は更に上から市（地区），

県及び郷鎮の最大3層に細分される。

　ただし，直轄市以外の市には，地区レベル市

（「地級市」。以下「市」と略す）と県レベル市（「三

級市」。以下「県」と略す）の2種類がある点

が要注意である。地級市の下には懸隔区が置か

れ，1980年代半ばに進められた「市県合併」に

より，広域行政的に県と昇級市も地平市の下に

入っている。県単市の場合，県と行政上は同列

だが，市政建設に充てる等の目的で県よりも域

内から徴収された税収のより大きい割合が上級

団体へ納付せずに留保することが認められるな

どといった財政上の優遇措置が受けられる。

　なお，地方政府の中身は，（1）合計31（台湾

を除く）の省・自治区・直轄市からなる省レベ

↓

’②地芳政府

〈省レベル（31）〉
　＞省（河北・山西・遼寧・吉林・黒龍江・江蘇・断江・安徽・福建・江西・山東・河南・湖北・湖南・広
　　東・海南・四川・貴州・雲南・陳西・甘粛・青海の22省）
　〉　直轄市（北京・天津・上海・重慶の4直轄都市）
　〉　自治区（寧夏至族・新彊ウイグル・内蒙古・広西チワン族・チベットの5自治区）
〈市（地区）レベル（396）〉
　　　・　地区級市（283）・直轄市の市轄区（63）・地区（15）・自治州（30）・盟（5一内蒙古自治区のみ）
〈県レベル（2，862）〉
　・　県（1，464）・県級市（374）・市轄区（852）・自治県（120）・旗（48一内蒙古自治区のみ）・自治旗（3
　　一内蒙古自治区のみ），林区（1）
〈郷鎮レベル（43，258）〉
　　鎮（19，883）・郷（17，471一民族郷を含む）・街道（5，904）

注：直轄市以外の市の市轄区は県と同格に位置付けられている。「街道」とは直轄市・地区級市の市轄区または県級市が直接管理す

　る派出機構である。なお，郷と鎮はともに農村地域の末端行政機構である。郷のうち，非農業人口の比率や非農業部門総生産の
対全体比率などの指標に基づき，都市化がより進んでいる地域が「鎮」に指定される。

（出所）『中国統計年鑑』2005年版，稲垣清［2003］などより作成．

　　　　　　　　　　　　　　図1　中国の行政区画（2004年末現在）
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ル政府，（2）その下の396の市レベル政府（う

ち地級市は283），（3）その下の2，862の県レベル

政府（うち三級市は374），（4）さらにその下の

4万3千余りの郷鎮4）レベル政府である。ちな

みに地方（特に農村）の中心行政機構は人口規

模30～50万人単位の県レベル政府である。

（2）各省・直轄市・自治区の概要

　台湾を除くと，中国は22の省，4つの中央政

府直轄市（北京，上海，天津，重慶），5つの

少数民族自治区（内蒙古，広西，チベット，寧夏，

新訓），および2つの特別行政区（香港とマカオ。

省と同じレベル）から構成される。

　表1は香港とマカオ以外の各省，直轄市，自

治区（以下，「省」と略す）の概要（2004年デー

タ）を示している5＞。なお，表中の財政収入と

財政支出はいずれも非公式のものを含んでおら

ず，「予算内6）」のデータのみである。

4）「鎮」とは県政庁所在地もしくは農村部の中で比較的

　に商工業の発達した町，「郷」とは農村集落である。

　　　　　　　　　　　　表1　各省・自治区・直轄市の概要（2004年データ）

5）ここで使っているGDPデータは中国国家統計局が2005

年12月20日に行ったGDPデータの修正発表後に各省が逐次

公表したものである（修正後のデータが2006年4月1日

現在未公開の省の場合，修正前データ）。

6）中国の財政予算はまず中央予算と地方予算に区分さ

れる。そして，両者がいずれも予算内予算（on－budget）

　と予算外予算（extra－budfet　or　off－budget）という区分

がなされる。ここで予算内予算とは正規の予算，予算

外予算とは政府部門の事業収入や「費用」名目で徴収

　される収入を財源とした，いわば「第二予算」である。

本稿では特に明記しない限り，予算内予算を指す。

GDP 面積・人口 財政収入（・n－budget） 財政支出（on－budget）
省　別

10億元 元／人 千km2 万人（全体に占める％） 剛球 元／人 億元 元／人

合計／平均 15，988（100．0％） ！2，300 9，600（100．0％） 129，988（日あたり4，686） 11，693（100％） 899．5 20，593（100．） 1，333
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（出所）『中国統計年鑑』，『中国財政年鑑』，21世紀中国総研｝IP（http：／／www．21ccs．jp／chaina－gdp／dist／index．html　2006年5月1日参

　　　照）より作成．
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　表1から明らかになる点は，第一に省問に大

きなバラツキが存在していることである。面積

では新彊，チベット，内蒙古の3自治区と青海

省が大きい（合計で国全体の約半分）が，財政

収入，GDPのいずれも広東省が国全体の1割以

上を占めており，際立っている。北京，天津，

上海の3直轄市に河北，遼寧，江蘇，漸江，福建，

山東，広東，海南の8省を加えると，東部の11

省・直轄市（以下，「東部」と略す。その他の

省は一括して「中西部」。以下同）の合計で面

積と人口はそれぞれ全体の11．Q％と37．9％に過

ぎないのに対し，財政収入，財政支出，GDPは

それぞれ全体の63．8％，50．7％，62．3％を占め

ている。他方，新彊，チベット，内蒙古の3自

治区と青海省の人口，財政収入，財政支出，お

よびGDPの合計はそれぞれ全体の4．0％，3．3％，

6．1％，3．5％を占めるのに過ぎない。

　第二に，財政収入，財政支出，GDPの一人当

たりの額をみると，北京，天津，上海の3直轄

市は際立って高いことがわかる。省と自治区に

ついてみると，一人当たりGDPと一人当たり財

政収入では漸江，広東，江蘇，遼寧の4省が相

対的に高い。他方，同財政支出ではチベット，

青海，内蒙古，斯江，広東，遼寧，新鋼，寧夏

の順となっており，独立志向が低い広西以外の

自治区のデータが軒並み高い。とりわけチベッ

トの一人当たり財政支出4，883元は，トップの

上海市の7，936元と2位の北京市の6，017元には

届かないものの，3位の天津市（3，662元）を

大きく引き離すほどであり，中央から巨額の財

政支援：を得ていることが見て取れる。

（3）各級政府間の財源配分と役割分担

①分税制改革

　各級政府間での財源配分と役割分担を論ずる

第73巻　第1号

前に，まず「分税制改革（tax－sharing　reform）」

という財政制度改革に触れる必要がある。

　ちなみに．丁丁雌しとは，国務院（中央

政府）が1993年12月に公布した「分税制財政管

理体制の実施に関する決定（以下，「93年国務

院分税制決定」と略す）に基づき，翌94年1月

に実施された，中央と地方の役割分担を明　に

上ですべての税収を税目　「税種」　によって中

央税　＝国税　　地方税　および中央と地方の

共有税に分けて　中央税と共有税については新

『たに設立する国税局が徴収し・地方税について

は改　前からあった地方税務。が徴収するよ’

に改めるという財政制度改　のことである。

　94年の分税制改革によって導入された「分税

制」（tax－sharing　system）という財政制度の下で，

中央政府の財政は主に外交，国防，各中央省庁

の運営，地域（省）間の開発水準の不均衡の調

整，マクロ経済に対するコントロールおよび中

央所管事業等にかかわる支出を負担する。他方，

地方政府の財政（地方財政）は各地方政府の経

常支出，地域経済や公益事業等にかかわる支出

を負担する。なお，中央・地方間で税目を分け

る際，基本的に役割分担と財源配分とを一致さ

せる（原語：「事権与財権相結合」）原則の下

で国家権益の保護，マクロ・コントロールに必

要な税は中央税に，経済発展に直接に関わる主

要な税は共有税に，地方の管理に適する税は地

方税に，と位置付けられている7）。

　では，なぜ分税制を導入する必要があったの

だろうか。以下では，まず分税制の導入に至っ

た政治的，経済的な背景について説明しよう。

　改革開放路線に転じてから，中国の地方財政

7）「国務院高詠実行分税制財政管理体制的決定」，1993年

12月15日，早発［1993］85号参照。
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現代中国における地方財政調整システムの生成と展開（1）

制度は数次の大変遷を経験した。まず1980年に

53年から始まった計画経済時代の「統一収入・

統一支出8）」という高度の中央集権的な財政制

度9）から「財政請負制ユ。）」という非規範的では

あるが，地方分権的な財政制度への転換を遂げ

た（張［2001］，127～161頁参照）。そして94年

に財政請負制が廃止され，分税制という歳入面

では中央集権的だが，歳出面をみると地方分

権的性格を帯びる財政制度が導入されることに

至った（張［2001］，192～194頁参照）。

　財政請負制が導入された背景には，統一収

入・統一支出制度の下で，各省の歳出は歳入と

ほとんど無関係に決められていたため，地方側

の地域経済を発展させ，税源を酒養するインセ

ンティブを失わせたことなどが考えられる。

　そして，財政請負制が廃止された背景には地

方への権限と財源の委譲（「治権譲利」）を柱と

する郵小平氏の1980年代の改革開放路線が進め

られた結果，地域間格差が拡大され，GDPに占

める国家財政収入（中央と地方の予算内財政論

入の合計。以下同）の割合及び国家財政収入に

占める中央政府の財政収入の割合という「二つ

の割合」が大幅に低下したことがある。

　そこで，分税制の導入を通じて以上の「二つ

の割合」を高め，地域間の財政力格差の是正，

ひいてはマクロ経済に対する中央のコントロー

8）「統一収入・統一支出」とは，地方政府によって徴収さ

れた税収がいったん中央政府に納付された後，中央に

　よって認められた支出需要に基づく形で各地方政府に

財政資金が配分される財政管理制度のことである。

9）確かに，制度上では中央集権的性格が強かったが，

　実際の運用となると地方分権的色彩を帯びる時期も

　あった。詳しくは，張［2001］の第3章を参照されたい。

10）財政請負制とは，地方政府が中央政府との問で財政

　上の請負契約を結び，地方が徴収した税収のうち，事

前に決められた額・比率を中央に納付さえすれば，残

　りの分を自主財源として使用することが認められる財

政制度であり，1980～93年の間に中国で実施された。

ルを強めていくことが期待されたのである。

　では，分税制が導入された結果，当初に予期

した政策目的が果たして達成されただろうか。

　結論だけ先に言うと，判断の分かれるところ

であろう。というのは，近年になって，「二つ

の割合」が漸く高められたのは事実である11）。

　しかし，分税制の下で中西部の省など経済発

展が遅れた地域への中央政府の財政支援が甚だ

不十分なため，東部の省との格差は拡大した。

また中央財政の弱体化という苦い経験に鑑み，

改革は財政請負制下で危機的状態に陥った中央

政府の威信を高めるべく中央財政に有利に設計

された。地方政府各層問の財源の分け方につい

ては，何ら具体的な定めもせずに省の裁量に委

ねられたため，各省において財源配分がより上

級の政府へ集中する一方で支出責任がより下級

とりわけ県レベル以下（農村）に回されたりし

ている。さらに省・市レベルでは，中央からの

交付金を県・郷鎮レベルへ回さずに留保するな

どの行為も後を絶たない（津上［2004］）。

　結局のところ，農村の財政事情が悪化した。

経済が未発達な地方では，義務教育や保健医療

といった必要最低限の公共サービスの提供にお

いてさえ重大な支障を来たし，国民に対する行

政サービスの均等性が大きく揺らいだ。

②財源配分と役割分担についての法規定

　日本をはじめほとんどの先進国において見ら

11）GDPに占める国家財政収入の割合は分税制改革直前の

　1993年の12．3％（国家統計局が2005年12月20日目行ったGDP

　データの修正発表後のデータより算出。以下同）から

　2005年の17．3％へと上昇した。国家財政収入に占める中

　央政府財政収入の割合は93年の22．0％から94年の55．7％

　に高められ，その後基本的に50％台（2005年は52．3％）

　の前半で推移している（『中国統計年鑑』各年版，2006

　年1月25日に国家統計局が公開した05年のGDP速報値

　および2006年3月5日に金人慶・財政部長が全人代で

行った予算報告などを参照）。
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れるように，各級政府間で言うところの分税，

つまり税財源配分を行う前に，まず各級政府が

それぞれどんな公共事務について責任を負い，

その財源をどう手当てするか，すなわち役割分

担如何を法律によって厳格に定めるのが通常で

ある12）。ところが，中国では各種の法律13）はい

うまでもなく，現行の分税制の基本的な枠組を

定めた「93年国務院分税制決定」においてでさ

え，先ほど触れたように中央・地方間の役割分

担14りについてわずかに触れたものの，省，市，

県および郷鎮からなる省以下4層の地方政府間

の役割分担に関する具体的な記述は見当たらな

い。同様に，財源配分についても，各省は中央・

地方間の共有税からの収入の一部を市以下地方

に再配分しなければならないとの規定もなけれ

ば，中央から省への移転支出および地方税を含

むその他の税財源の各級地方間での分割如何に

関する規定も存在しない。要するに法律等にお

いては，省以下の4層の地方政府間の役割分担

と財源配分が未定のままである。

　では，実際に各級政府間での役割分担と財源

配分の現状はどうなっているのだろうか。

③各級政府間の財源配分の現状

a　中央・地方間の財源配分

　分税制が導入されてから現在に至るまでに行

われた数回かの調整を経て，中央・地方間の財

源配分は次頁表2のしめす形で一応の定着を見

せている。

　中央・地方間の財源配分の最大の特徴は，税

12）例えば，日本の場合，行政組織法をはじめ地方自治法，

　地方財政法などにおいて関連規定がある。

13）もっとも，中国では日本の行政組織法，地方自治法，地

方財政法等に相当する法律が未制定のままである。

14）津上（2004）が指摘したように，厳密に言えば，事

務ならぬ支出責任の分担である。

第73巻　第！号

収全体の6割強（2005年）を占める，企業所得税，

個人所得税及び増値税（付加価値税）などは中

央と地方の共有税とされることである。

　後で詳細に解説を加えるが，分税制が導入さ

れた当初では，個人所得税と企業所得税は基本

的に省（地方）の税収とされたが，中央政府の

財政需要の増大に伴い国がその税収にあずかる

ようになり（2002年から），共有税へと姿を変

えていったのである。また，企業所得税と個人

所得税の税収の一部を中央にあずからせたこと

の代替で，もともと中央の税収とされた利子所

得課税も同じく2002年から共有税システムに新

たに加わることとなったのである。

　共有税の中央・地方で間の分割比率について

は，企業所得税，個人所得税（利子所得税を含む）

の場合，今のところ中央が6割，地方が4割と

なっている。増値税の場合，税収の75％が中央，

25％が地方，証券取引の印紙税の場合，税収の

97％が中央，3％が地方となっている。資源税

については，海洋石油の開発にかかわるものは

国家税務局が徴収し，中央の税収となる（ただ

し，実際は一度も徴収されていない）が，それ

以外のものについては地方税務局が徴収し，徴

収地にすべての税収が帰属される。

　表2から見て取れるように，2006年6月現在，

歳入面でみると，中央の固定収入は関税，消費

税（タバコ，酒等11種の最終消費財に課す個別

消費税で，増値税一物の取引に課す付加価値税

一に上乗せして課す），中央所管国有企業の所

得税，地方銀行，外資系銀行および非銀行系金

融機関（ノンバンク）の企業所得税，鉄道，銀行，

保険会社等の本店から徴収した営業税（不動産

売買や商業・運輸業・金融業等のサービス取引

等に課す売上税）などである。

　他方，地方政府の固定収入は営業税（中央の
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表2　中央・地方間の税源配分（2006年6月8日現在）

中

央
税

地

方

税

共

有

税

①消費税（嗜好品，高級品に課す），②関税，③税関を通じて徴収された消費税および増年税，④中央所

管国有企業の企業所得税，⑤地方銀行，外資系銀行および非銀行系金融機関の企業所得税，⑥中国側のパー

トナーが中央所管企業である外商投資企業・外国企業の企業所得税，⑦車両購入税，⑧鉄道部，各銀行・

保険会社の本店が集中納付した営業税，企業所得税，都市維持建設税など。⑨船舶トン税

①営業税（鉄道部，各銀行・保険会社の本店が集中納付した分を除く），②都市維持建設税（同営業税），

③車船使用税，④都市土地使用税，⑤印紙税，⑥屠殺税，⑦資源税，⑧土：地幽棲（土地取引の収益）税，

⑨都市不動産税，⑩契約税，⑪農業税，⑫牧畜税，⑬農業特産税，⑭耕地占用税，⑮家屋税，⑯車船使用

鑑札税

①企業所得税（暫定分割比率は中央が6割，地方が4割），②個人所得税（暫定分割比率は企業所得税と

同じ），③外商投資企業・外国企業の所得税（中国側のパートナーが中央所管企業の外商投資企業・外国

企業を除く），④増値税（物品に課す付加価値税。税関を通して徴収されるものを除く）の75％が中央，

25％が地方，⑤証券取引の印紙税の97％が中央，3％が地方，⑥資源税（原油，石炭等の鉱産物開発，塩

の生産などが課税対象。海洋石油関連は中央税収，その他は地方税収），⑦利子所得税（暫定分割比率は

企業所得税と同じ）。

（出所）中国税制研究グループ［2004］，中国財政部，中国国家税務総局のHPなどより筆者作成。

収入とされるものを除く），屠殺税，資源税，

都市不動産税，契約税，’農業税，牧畜税，農業

特産税，耕地占用税，家屋税，などである。

b租税立法権

　以上の税目のうち，消費税や関税などの中央

税（国税）以外の税についても，その収入の一

部が中央政府に帰属する場合，国は独占的立法

権を有する。例えば，共有税の中央及び地方へ

の分割比率の決定などはいずれも中央政府の専

権事項になっている。また，地方税についても

特別の規定がない限り，その立法権限は中央政

府にある。税法改正や中央・地方間の分割比率

の変更等はいずれも国の決定によるとされ，地

方の同意を必要としない。地域的租税とされる

牧畜税（内蒙古，新彊，青海，四川など数十のみ）

などの微収開始と停止，税率の調整等は関係省

に委ねられていることを除き，地方政府は地方

税の税率調整，徴収の開始と停止，課税範囲の

変更等を行うことが一切認められない15）。

c　中央・地方財政関係

　分税制の下で，中央及び地方は，基本的に行

政事務の担当によって生ずる費用をそれぞれが

負担する，すなわち行政権限を有する者が費用

分担の責任を負う原則となっている。これは，

中央と地方の事務と財源がそれぞれ分離される

「分離財政方式」を建て前としているからであ

る。しかし今日では，中央と地方は財政関係に

おいても様々な協力関係に立っている。しかも

予算法（95年1月施行）第28条の規定により，

中央にのみ公債発行が認められ地方には禁止さ

15）もっとも，省には税に関する立法権限が与えられてい

　ないものの，省の下級行政組織（市，県，郷鎮など）は税

　の形ではなく，公課の形で各種の金銭負担を住民に課す際，

　原則上省の同意を必要とする。省の通達や省人民代表

大会の立法（条例案の制定）などによって各種費用の

　徴収基準が規定される。実施に当たっては，省の財政庁，

　物価局などが関与し，集めた収入は省の規定に従い帰

　属託が決まる。これらは日本の法定外普通税に相当し，

　その金額は僅かで，いわば雑費と呼ばれ，かつては何

　回か整理が行われた。しかし，近年では，地方末端の県・

門守レベルでは，中央の度重なる禁止令を違反してま

　で勝手な創設・拡充が一部見られる。
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れており，地方政府は赤字を計上することもで

きない。そのため，制度上も地方の財源不足は

中央からの移転交付によって補うしかない。

④各級政府間の役割分担の現状

　改革開放以降，地方への権限委譲に伴い，中

央政府の役割（支出責任）は主に外交と国防の

分野に限定されてきている16）。この限りでは，

中国の公共支出はかなり地方分権的になってい

ると言えなくもない。他方，省の役割は主に高

等（大学）教育，基本建設（主に大型公共投資），

科学研究事業，社会保障，政策性補助などの支

出責任を担うこととなっている。市，県および

郷鎮は特に地域的な事務を担当し，主要なもの

は教育（就学前，初等，中等），保健医療，各々

のレベルの行政管理，社会保障，治安，消防，

文化施設，上下水道，電気の供給，道路整備な

どである17）。こうした役割（事務）分担に基づ

16）例えば，『中国統計年鑑』2005年版，278頁によれば，

　外交関連支出（外交外事支出＋対外援助支出）155．54

　億元（100，0％）のうち中央財政が144．06億元（92．6％），

　国防関連支出（国防支出＋武装警察部隊支出）2，487．10

　億元のうち中央財政が2，428．17億元（97．6％），をそれ

　ぞれ負担しているのに対し，その他の主要支出分野の

負担率はいずれも50％以下である。

17）各級地方政府間における実際の公共支出の費用分担

　如何については，『地方財政統計資料』各輪転の「各省，

　自治区，直轄市財政支出決算分級表」を参照されたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　表3

第73巻　第1号

く主要な歳出部門における各級政府の費用分担

の状況を表したものが，表3である。

　表3から見て取れるように，教育（就学前，

初等，中等を含む），保健医療，社会保障，電気，

上下水道，道路などのインフラ整備といった住

民の日常生活と密接な関わりを持つ主要な支出

分野はいずれも市，県，郷鎮を含む複数の行政

段階の共同責任となっている。複数の行政段階

が共同で特定の事務を担当することは日本（た

とえば，義務教育の場合）をはじめ諸外国にお

いてもしばしば見られるが，問題となるのは，

中国の場合，以上の公共サービスの提供に必要

な資金の調達責任を各級政府間で如何に分割す

るかについて詳細なガイドラインが制定されて

いないことである。結果的に，こうした支出責

任の重複は公共支出の効率性を犠牲にする恐れ

があり，また現に犠牲にしてもいる。

　これは主に各級政府間での資金調達責任分割

如何に関する詳細なガイドラインの不在は，十

分な財源を下級政府に交付することもせずに支

出命令だけを出す，いわゆる「無財源支出命令」

（unfunded　expenditure　mandate）の余地を上級

政府に残すことになるためである。加えて下級

政府の指導者は通常，住民の選挙によって選ば

れるわけではないため，住民に対して地域の行

各級政府間の費用分担

事務　の　性　質 中央 省 市 県 郷鎮 説　　明

国防，外交 ◆ 国が負担

高等教育，科学研究事業 ◆ ◆ 主に中央・省負担

就学前教育，初等教育，中等教育 ◆ ◆ ◆ 市以下各レベル負担

電気，上下水道，道路などのインフラ整備 ◆ ◆ ◆ 市以下各レベル負担

行政管理，文化事業 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 各レベルで各自負担

保健医療，人口抑制 ◆ ◆ ◆ 市以下各レベル負担

警察検察司法裁判関連支出 ◆ ◆ ◆ 主に省・市・県負担

社会保障 ◆ ◆ ◆ ◆ 県以上各レベル負担

（出所）悦滞日［2005］より筆者作成。
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財政運営のアカウンタビリティ（説明責任）を

果たそうとするインセンティブが乏しい。

　結局のところ，OECDが指摘したように，支

出責任の重複，無財源支出命令に対する自主性

の乏しさ及び住民への説明責任の不在の相互作

用（interact）によって，地方政府は違法に様々

な非公式の税や料金の徴収に没頭するインセン

ティブを持つと同時に，公共サービスの供給に

際して社会的ニーズ，開発ニーズまたは戦略的

ニーズを取り込もうとしないというディスイン

センティブをも併せて持つことにならざるを得

ない。その結果，せっかくの財政分権化（厳密

に言えば，支出に関する意思決定の分散化：

decentralisation　of　spending　decisions）によっても

たらされるはずの効率性も到底実現できそうに

ない（OECD［2006］，68頁参照）。

皿　中西部の省の財源不足

1．問題の背景

　新中国建国の直後から1979年までの約30年

間，中国の地方財政制度は基本的に国営企業に

よる利潤上納を機軸とする中央集権型の計画経

済に対応するものであった18）。その後，80年に

なると，財政制度は従来のように収入の全額を

中央に納付する「統一収入・統一支出制」から，

地方が収入を一部留保する「財政請負制」に転

換した。その背景には財政が困窮していた当時

は地方の徴税インセンティブを高めるために，

地方分権の選択肢しか残されなかったという事

実もあり，また，その結果，80年代前半では，

18）この点については，『中国統計年鑑』1994年版，213頁，

　7－1と同215頁，7－4から見て取れるように，1952

　～78年の問，財政収入全体に占める国営企業利潤上納

　の割合は52年の55．0％を除けば，ほぼ80％台で安定的

　に推移していることから理解できよう。

財源は全体として地方というよりむしろ中央へ

その比重が移っていた時期であった19）。

　ところが，その後，郵小平氏がこの時期に盛

んに提唱した「先富論20）」の影響で85年から財

政の地方分権化が本格的にはじまった。ただし，

この時期の中国は地方分権的というより，広東

省のような中央の優遇政策の下で独自の経済発

展の成功で自信をつけた地方が中央の指示にし

ばしば従わない分裂寸前の国であった。

　こうした「地方分権化」は，経済発展の初期

条件に恵まれた東部の省の活性化に役立った反

面，中央政府の弱体化を招いた。実際，中央政

府の財政収入は84年の時点で国全体の財政収入

の40．5％を占めていたが，93年には22．0％にほぼ

半減した。こうした中央財政の弱体化は多くの

問題をもたらした。一つに当時の中国では地方

政府による無秩序な開発区競争により，マクロ

経済にインフレ圧力が形成されたこと，第二に

中央政府の所要財源の不足がその活動の制約と

なってきたこと，そして第三に地域間の財政力

格差が顕著になったこと，などである。

　これらの問題に対処するため，93年12月に中

央指導部は国税と地方税の分離を中心に中央と

地方のそれぞれの取り分を税目で区分し中央の

シェアを大幅に増やす分税制の導入を決め，翌

94年1月に税財政制度改革に踏み切った。

　しかし，94年の改革は，税財政システムと財

源配分の合理化といった中国の税財政制度に存

19）国全体の財政収入に占める中央政府の財政収入の割

　合は79年忌20．2％（『中国統計年鑑』1997年版，247頁

　より算出）から84年置40．5％（出所同上）へと倍増す

　るほど80年代前半では，ほぼ中央政府のもくろみ通り

　に財源は全体として中央へその比重が移っていた。

20）1980年代の中国の経済開発政策の一つである。その

　本来の意味は，「可能な者から先に裕福になれ。そして

　落伍した者を助けよ」。すなわち，一部の人・地域が先

　に二豊かになり，それを牽引力として国全体を豊かにす

　ることにある（中共中央文献編集委員会編［1995］参照）。
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在する根本的な問題の解決には至らなかった。

改革によって，中央と省の財政関係が決められ

たが，省以下各級地方政府間の関係は省の裁量

に委ねられた。そのため，分税制の導入により

中央と省の財政事情は好転したのと対照的に，

地方末端で農村を管轄する県・刃引の財政は悪

化した。結局，県，郷鎮は財源不足分を補填す

るために様々な非合法的手段で財源を確保せざ

るを得なくなった。これは農民に対するいわゆ

る「乱収費」（むやみな費用徴収）問題を引き

起こし，20世紀末の一大社会問題となった。

2．農村の財政運営

（1）郷鎮企業への過度の依存

　中国の農村では，住民が必要とする各種の行

政サービスの提供は県，聖王が受け持つことに

なっている。しかし県・雄鎮には，日本の町村

のように住民税や固定資産税のような基幹税目

を持たない。農村財政の中核をなしてきた農業

税，農業特産税等の農業関連税収は2000年頃か

ら段階的に進められてきた「農村税費改革」の

下で，農民の負担軽減の一環として徴収停止と

なり，06年からは正式に廃止された。県・郷鎮

の収入とされるほかの地方税も制度上の不備が

多く，しかもこれらの税は往々にして県・郷鎮

と上級政府との間の共有税となっているが，税

収の分割方法がいまだ確立されていない。

　かかる状況の下で，郷鎮企業からの各種の納

付金は県，郷鎮政府の貴重な財源であり，その

多寡が農村の社会基盤の整備状況や社会福祉の

充実ぶりにそのまま反映されることになる。

　重鎮企業の発展が遅れた中西部の農村では，

県，郷鎮は中央，省など上級政府からの交付金

に頼らざるを得ない。問題は交付金だけでは必

要な事業の一部しか実施できない。しかもこれ

第73巻　第1号

らの交付金は往々にして農村からあがった税収

の一部をもとの徴収地に還付するのに過ぎず，

本当の意味での財殊調整機能を果たせない。

　これに対し，東部の農村でよく見られること

だが，一部の経済発展が著しいところでは，郷

鎮企業が次々と株式会社に改組され，郷鎮政府

は最大の株主となったりするため，企業の利益

から受け取る配当だけで郷鎮の歳出の大半を

賄ったりしている。これらの農村では，郷鎮企

業の発展に伴って，農村の財政規模も企業から

の納付金が歳入に占める割合も年々大きくなる

傾向にある。しかし，こうした地域でさえ，近

年では，技術水準の低い事々企業が不振に陥っ

たことなどにより農村の歳入は伸び悩んでい

る。

（2）分税制後の農村財政の地盤沈下

　図2では，1986～2003年の間，中国の財政収

入全体に占める農村財政（県・郷中レベルを連

結したもの）の割合の推移が示されている。

　財政請負制（1980～1993年）の下で，1986年

以降，国全体の財政収入に占める農村財政の割

合が安定的に伸びたことが見て取れる。分税制

が導入される直前の1993年では，農村の財政収

入が財政収入全体の約3分の1を占めるにまで

至った。ところが，分税制の導入とともに農村

財政の割合が低下した。1994～2000年の間，農

村の財政収入は財政収入全体の5分の1程度を

占めるのに過ぎない。2001年以降，その割合が

さらに低下し，03年では全体のわずか17％程度

にまで落ち込んでいる。

　なぜ農村財政の地盤i沈下が続いただろうか。

究極のところ，如何なる意味においても農村の

財源が保障されていないことが主因であろう。

　分税制改革が実施されたことにより，消費
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（出所）『中国財政年鑑』各出版より筆者作成。

　　　　　　図2　財政収入全体に占める農村財政収入の割合の推移（1986～2003年）

税と関税は国税化され，増歯税の場合，税収

の75％は中央の収入となり，企業所得税は中央

と地方で各々の所管関係に基づき分割共有す

ることとなった。また，近年来税収の増加が著

しい個人所得税も，2002年1月に地方税から中

央と地方の共有税に変更された。現状では，地

方の主な税源は増値税の地方分割分（全体の

25％），営業税（中央分を除く），企業所得税の

地方分割分及び個人所得税の地方分割分となっ

ている。2003年では，この4税が地方の財政収

入全体の64％（『中国財政年鑑』2004年版，278

頁より算出）を占めており，省や市といった上

級の地方政府の歳入の中核をなしている。

　他方，県や郷鎮といった下級の地方政府の場

合は，財政収入のうち農業税，屠殺税，農業特

産税，耕地占用税，契約税といった農業関連税

収の占める割合は高い。とりわけ工商業が未発

達な中西部の省の農村では，農業関連税収が主

要な財源となっている。都市と比べ，農村では

通常，スケール・メリットが働きにくく，行政

サービスのコストが都市より割高である。社会

資本整備のための投資的経費は広面積で，往々

にして山間部を含む中西部の省の農村の場合，

一人当たりのコストが一層増加する。こうした

状況からすれば，全国範囲内における農村の財

源保障の必要性は高いと言える。ところが，現

実では，農村を管轄する県・郷鎮は基本的に自

己努力によって増収を図らなければならない。

また，前述したように，税財源を拡充する目的

で地方債の発行や課税自主権を行使して増税な

り新税創設なりを行うことも認められない。

　当然の帰結だが，中西部の多くの県や郷鎮で

は，歳出規模をすでに最大限に圧縮したにもか

かわらず，深刻な財源不足に悩まされている。

3　中国の財政制度における「赤字」とは

　さて，中国の財政制度における財源不足，つ

まり「赤字」とは一体何だろうか。この問いに

答える前に，まず「赤字」とは何かについて考

えてみよう。これについて，伊東弘文氏は，普

段「赤字」というには以下の幾通りかの意味が

あると指摘している（伊東［1995］，19頁）。

　まず第1は，決算（形式収支）上の赤字である。

歳入決算額が歳出決算額に不足するとき，歳入
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不足分は赤字と呼ばれる。歳入不足は翌年度の

歳入の繰り上げ充当等の形で補填される。この

赤字も重要ではあるが，予算循環・予算政策に

一定の節度と規律が維持される限り，解決でき

ないものではないと伊東が指摘する。

　第2は，実質収支上の赤字である。「実質」

の考え方は国によって異なるとしながらも，伊

東は，「形式収支を加工しその背後にある赤字

を早い出そうとするものである」と指摘する。

　中国の財政制度では，伊東の言う「実質収支

上の赤字」にあたるのは，毎年の建設目的の国

債発行額と外国債（規模が小さいため，以下で

はほぼ無視）の発行額の合計である。原理的に

は，その金額は形式収支上の赤字と国債の元利

償還に係る費用の総和と一致するはずである。

　第3は，本来の収入調達手段とは異なる収入

調達が行われ，収支の均衡が図られている場合

である。例えば，非建設目的の公債を赤字公債

（赤字国債・地方債）と呼ぶような時である。

この場合，形式収支において不足がなくとも，

また「実質」的見地においても赤字がないとみ

なされようとも，赤字公債の発行額は赤字の金

額を示すと観念されていると伊東が指摘する。

　では，中国で中央と地方の赤字という場合，

それぞれどのような意味で赤字なのだろうか。

（1）中央政府の赤字（財源不足）

　本稿では，中央政府の赤字という場合，もっ

ぱら先の第1と第2の意味，すなわち中央政府

の名目財政赤字と実質財政赤字を指す。

　次の頁の表4から見て取れるように，改革開

放後に増え続けた中央の名目財政赤字は93年の

298億8700万元，98年の958億100万元を経てピー

ク期の03年に3197億6800万元に達した。その後，

その規模は減少基調に転じたものの，それでも

第73巻　第1号

04年と05年はそれぞれ3191億7700万元と2999億

6200万元を計上した。

　ただし，中央政府の財政支出には国債の元利

償還費（中央が地方のために代理発行した分の

元利償還費は地方が負担）が含まれていない。

そのため，実質財政赤字は元利償還費を加えた

額になる。それが93年では，635億900万元だっ

たが，05年になるとその10．9倍の6922億8700万

元にも達した。毎年の国債発行額については，

93年の時点で739億2200万元に過ぎなかったが，

分税制改革以降とりわけ98年を境に急増し，05

年では93年の9．4倍に相当する6922億8700万元を『

記録している（表4）。

　これだけ国債発行額が急増した背景には，98

年以降，中央政府は景気の安定や社会保障制度

の整備といった新たな役割を果たすために，「財

政拡張路線」という根本的な政策転換を余儀な

くされたことがある。しかしその結果，中央財

政が急速に悪化してきた。国債発行残高は2005

年末時点で93年の21．2倍（表4より算出。以下

同），97年の5．9倍に相当する3兆2614億元に達

し，対GDP比も98年を境に急増した。

　図3では，表4に示されている国債発行額（中

央が地方のために代理発行した分を除く）や，

国債の元利償還費（代理発行分の元利償還費を

除く）のデータをもとに国債発行額に占める国

債の元利償還費の割合の推移が示されている。

　中国では，国債発行残高のどれだけを毎年償

還せねばならないかについては，明示した規定

が存在していない。すなわち，償還年次額が，

その年々の財政事情に応じて決められる。図3

から見て取れるように，93年から97年までは，

国債発行額自体が比較的に小さいこともあっ

て，毎年の国債発行額に占める元利償還費り

割合は基本的に上昇趨勢を辿っていた。ところ
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表4　財政赤字，国債発行額・元利償還費，国債発行残高及び残高のGDP比の推移（1993～2005年。単位：億元）

年　度 名目財政赤字
　　国債の

ｳ利償還費
実質財政赤字 国債発行額 国債発行残高

国債発行残高の

@　　　GDP比

1993 298．87 336．22 635．09 739．22 1541 4．4％

1994 666．97 499．36 1166．33 1175．25 2286 4．7％

1995 662．82 882．96 1545．78 1549．76 3300 5．4％

1996 608．84 1355．03 1805．31 1967．28 4361 6．1％

1997 558．45 1918．37 2476．82 2476．82 5509 7．0％

1998 958．01 2352．92 3310．93 3310．93 7766 9．2％

1999 1791．60 1910．53 3702．13 3715．03 10542 11．8％

2000 2596．87 1579．82 4176．69 4180．10 13020 13．1％

2001 2596．27 2007．73 4604．00 4604．00 15618 14．2％

2002 3096．87 2563．13 5660．00 5679．00 19336 16．1％

2003 3197．68 2952．24 6149．92 6153．53 22604 16．6％

2004 3191．77 3671．59 6863．36 6879．34 29516 18．5％

2005 2999．62 3923．25 6922．87 6922．87 32614 17．9％

（出所）名目財政赤字については，1993～2004年のデータは，『中国財政年鑑』三年版より，05年のデータは金人慶・

　財政部長は2006年3月5日に全国人民代表大会で行った「2005年中央と地方の予算執行状況及び2006年中央と地
　方の予算草案の報告」（以下，「金人慶報告2006」と略す）を参照。国債発行額と国債の元利償還費については，

　1993～2004年のデータは『中国統計年鑑』2005年版，289頁，05年のデータは「金人慶報告2006」をそれぞれ参照。

　1993～2003年の国債発行残高は，中国証券監督管理委員会編［2004］，04年末の国債発行残高は05年6月28日に

　行われた第10期全人代常務委員会の第16回会議の席上における金人慶・財政部長の2004年度の国家財政の決算報

　告，05年末の国債発行残高は「金人慶報告2006」をそれぞれ参照．

（注1）名目財政赤字の算出方法を以下の算式に統一する。すなわち，名目財政赤字＝中央財政収入合計一中央財

　　政支出合計
　　　うち，中央財政収入合計＝中央自らの収入（本直収入）＋地方からの納付金，中央財政支出合計＝中央首級

　　支出＋地方への交付金支出
　2）実質財政赤字は名目財政赤字と国債の元利償還費の合計である。

　3）百中の2000年以降の国債元利償還費は，国内外債務の元本返済費のみで，利息支出が含まれていない。

　4）国債発行額には中央が地方のために代理発行した分は含まれていない。
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　　　　　　図3　国債発行額に占める国債の元利償還費の割合の推移（1993～2005年）
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が，国債が大量に発行され始めた98年以降，国

債の元利償還費は3年連続（1998～2000年），国

債発行額に占める元利償還費の割合は4年連続

（1997～2000年）で低下し続けた。

　しかし，これが2000年に転調を見せた。これ

までに発行した短期国債の多くが逐次に満期を

迎えたため，国債の大量発行・大量償還の時代

が到来し，国債発行額に占める元利償還：費の割

合も上昇趨勢に転じている（図3参照）。

　償還年次額が不定額で，償還総額（国債発行

残高＋利子負担）も急増（表4参照）している

ため，償却所要年数もかなり浮動的である。し

かも償還総額は利子率が将来どう変化するかに

よって変わってくるため，償却所要年数はいっ

そう長期になることが予想されよう。

（2）地方政府の赤字（財源不足）

　中央政府に対し，地方政府の場合，第1から

第3のすべての意味において実質上赤字である

が，予算法の規定により地方政府に決算上の赤

字が認められないため，とりわけ第2と第3の

意味での赤字が重要である。ただし，中国の地

方政府には赤字地方債と建設地方債のいずれも

発行が許されていない。そのため，赤字公債の

額で中西部の省の赤字をみるのは難しい。

　また，中西部の省の県，郷鎮とりわけ重鎮の

場合，正規の租税のほかに域内の工商企業や住

民などからさまざまな雑費を徴収することに

よっても歳入を調達しているのが現状である。

　そのため，以上の分類に従えば，中西部農村

の県，郷鎮政府にとっては，第3の意味での赤

字がとりわけ重要な意味を持つことになろう。

4．東部と中，西部の財政比較

　では，第3の意味の赤字が重要という時，そ

第73巻　第1号

れは中国の中西部の省，市，県，郷鎮の各級政

府ではそれぞれどういう姿をとっているだろう

か。ここで注目したいのは，収入構造において

東部地域の省，市，県，郷鎮を基準とした時の

東部と中部および西部の構造格差である。

　なお，東部，中部，西部とは，経済発展の段

階に応じて中国を三大地域に分類する際の呼称

であり，かならずしも地理的な東部，中部，西

部の区分に一致しない（図4参照）。本稿では，

東部とは，北京，上海，天津，河北，遼寧，山東，

江蘇，漸江，福建，広東，海南の8省3直轄市

を指す。中部とは，黒龍江，吉林，山西，河南，

安徽，湖北，湖南，江西の8省を指す。西部と

は，新薬，甘粛，内蒙古（内モンゴル），寧夏，

陳西，青海，チベット，四川，貴州，雲南，広西，

重慶の6省5自治区1直轄市を指す。

　ここで，仮に東部の省，市，県，凹々の収入

構造が現行の分税制財政制度の下での本来的な

収入構造であるとすると，中西部の省，市，県，

郷鎮におけるそれらを悪化させる方向でのズレ

は，第3の意昧での赤字の指標になり得る。

　具体的には，まず，支出に対して収入の占め

る比率を東部，中部および西部の三つの地域に

分けて比較している表5を見てみよう。

　表5を一見したところ，すぐ分かることは，

支出を収入で賄う比率，すなわち財源自給率が

中，西部のは際だって低い点である。2004年の

データでみると，東部が71．5％の時，中，西部

はそれぞれ44．8％と38．6％であり，94年のデー

タでみると，東部，中部，西部の財源自給率

はそれぞれ67．9％，56．2％，44．6％であった。

1994～2004年の間に東部の財源自給率が上昇し

たのに対し，中，西部のそれが逆に低下した。

この点からも94年差分税制が導入されてから10

数年間を経過しても，東部と中，西部との間に
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は依然大きな財政力格差が存在し，しかも格差

が拡大する傾向にあることがわかる。

　勿論，中国は格差の拡大を前に凶手傍観して

いるわけではない。分税制後，中央政府のマク

ロ・コントロール能力が高まり，東部との問の

経済発展の不均衡を是正するために，中西部に

対する財政支援が幾分強化された。表5に示

してあるように，04年の場合，中部と西部の財

政収入はそれぞれ2，252．3億元と1，982．9億元で

あったが，財政支出はそれぞれ5，025．7億元と

5，133．1億元にも達している。この中部と西部

の2，773．4億元と3，150．2億元の収支差額は，中

（出所）中国情報局（http：／／searchina．ne．jp／area－guide／2006年4月1日ダウンロード）

　　　　　　　　図4　経済発展状況に応じた中国の3大地域分類

表5　1994年と2004年における三大地離別の財政収入・支出状況（（予算内データのみ。単位＝億元）

年度 財政支出（構成比） 財政収入（構成比） 収支差額（構成比） 財源自給率

地方全体 3，929．6注）（100．0％） 2，311．6（100．0％） 一1，618．0（100．O％） 57．2％

東　　部 1，912．7（48．7％） 1，298．6（56．2％） 一614．1（38．0％） 67．9％

1994

中　　部 979．8（24．9％） 550．4（23．8％） 一429．4（26．5％） 56．2％

西　　部 1，037．1（26．4％） 462．6（20．0％） 一574．5（35．5％） 44．6％

地方全体 20，592．8（100．0％） 11，693．4（100．0％） 一8，899．4（100．0％） 56．8％

東　　部 10，434．0（50．7％） 7，458．2（63．8％） 一2，975．8（33．4％） 71．5％

2004

中　　部 5，025．7（24．4％） 2，252．3（ユ9．2％） 一2，773．4（3L2％） 44．8％

西　　部 5，133．1（24．9％） 1，982．9（17．0％） 一3，150．2（35．4％） 38．6％

注：原データ（『中国統計年鑑：』2005年版，276頁参照）では4，038．19億元となっているが，筆者が『中

　　国財政年鑑』1995年版，445頁の各省のデータに基づき合算した結果，これが集計ミスであるこ

　　とが判明した。

（出所）『中国統計年鑑』2005年版より筆者作成。
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央財政による移転支出の結果である。これに

対し，1994年の場合，中央財政から中部と西部

への移転額がそれぞれ429．4億元と574．5億元で

あった（表5参照）。すなわち，1994～2004年の

間，中央財政から中部の省への移転支出の規模

は約6．4倍（2，773．4÷429．4≒6．4），西部の省へ

の移転支出の規模は約5．5倍（3，150．2÷574．5≒

5．5）増えた計算になる。ここで，仮に地方全

体の財源自給率が現行の財政システムの下にお

ける本来的な収入構造を示しているとすれば，

中，西部地域との格差（04年の場合，中部で約

12．o％，西部で約18．2％）は，中，西部の省に

おける「潜在赤字」を示すことになろう。

　なぜならば，中，西部の省以下各級政府の支

出構造も支出水準も全国平均並みに増嵩して揃

えようとするならば，財源自給率の格差は究極

のところ「赤字」となって現れざるを得ないか

らである。仮に東部のそれ並みに揃えようとす

れば，東部との格差（2004年では中部26．7％，

西部32．9％）は地方全体との格差の約2倍にも

なる。当然のことだが，「潜在赤字」も約2倍

に膨らむ。この「赤字」は，中，西部の省の経

済再建が見込めない間，かならず誰かが補填し

なければならない。しかし，問題はその金額が

余りにも巨額である。とりわけ中西部の省の県

や郷鎮の財政構造は極端に脆弱である。

　中，西部の省以下政府の財源自給率を東部の

水準に揃えるには，中部の省の財政収入を現に

あるものの約1．6倍に，西部の省の財政収入を

現にあるものの約1．9倍にそれぞれ引き上げな

ければならない。これは至難であるのはいうま

でもない。収入水準の引き上げが困難であれば，

今度は支出水準の引き下げしかない。支出を極

度に圧縮しない限り，このままでは中，西部の

省以下政府はともに「破産」状態なのである。

第73巻　第1号

ところが，支出を極度に圧縮することは義務教

育や公共投資などを大幅に断念することを意味

する。これでは，中，西部の省の地域社会が崩

壊しかねない。そこで，中西部の省以下政府の

財政を「破綻」させるわけにはいかない。

5．中西部の省の赤字補填

　では，「破綻」を回避するためにこれまでに

どのような財政措置が採られてきただろうか。

　それが各種の政府間財政移転プログラムであ

る。現行の中央から地方への各種財政移転プロ

グラムのほとんどは，地方の収支不均衡問題に

対処し，遅れた地域にも公共サービスを行き渡

らせるために分税制後に設けたものである。制

度が最初に設立された1994年では，中央から地

方へ合計2，389億元の移転支出を行い，その後97

年まで緩やかに増やし続けた。ところが，その

規模は98年以後急増し，04年でははじめて1兆

元の大台を突破し1兆379億元に達し，続く05

年では1兆1174億元を記録している。

　では，なぜ98年以降移転支出の規模が急増し

たのだろうか。これは98年以降，中央政府は景

気対策などのために，大量の国債発行を行い，

それで得た資金を地方へ移転し始めたためであ

る。そして，2002年1月になると，個人所得税

収と企業所得税収の中央・地方間での分配方式

が中央有利に変更されたことにより，中央政府

が中西部の省への移転支出を強化するために新

たな財源を確保できるようになったからであ

る。

　では，中央から地方への移転支出の原資は

いったい誰によって負担されているのだろう

か。

　98年以降の移転支出積み増し対策は主に国債

の増発によるものであった点からすれば，中

一146一



現代中国における地方財政調整システムの生成と展開（1）

央・地方間の財政移転には中央の果たした役割

が大きかったと言える。ただし，国債の大半は

やや東部の省を中心にしながらも，各省に一定

比例で割り当てる形で資金が調達されてきた。

もちろん，各省は，中央からの割当額を省内下

級政府に再割り当てすることができる。また現

に割り当ててもいる。各省は省内の下級政府へ

の省割当額の再割当方法は各省の規定によるも

ので，省によってそれぞれ異なっているが，共

通する点と言えば，負担は最終的には住民に割

り当てられることと，下級政府から省への納付

金の引き上げ，および本来ならば省が下級政府

に交付すべき移転支出（各省が自ら調達した資

金のほか，中央から省を経由して下級政府に交

付する資金をも含む）の減額などである。

　さて，ともかくも移転支出の資金が積み増さ

れ，中西部の省はなお不満を託ちながらも，赤

字を一部補填される。東部は中央とともに中西

部に対する財政負担の「痛み」を「痛み分け」

する。東部の省と市，県，郷鎮はさらにそれを「痛

み分け」せざるを得ない。しかし，問題は中央や，

東部の省の財政状況が「順風万帆」のなかで「痛

み分け」する訳ではないことである。表5をも

う一度見てみよう。中西部の財政状況は深刻で

あるとはいえ，東部も赤字であることには何ら

変わりない。赤字傾向をもたらした現在の財政

構造がいつまで続くのか，出口を見出し得ない

ままでは，東部の富裕省といえども，中西部の

貧困省に対する財政移転（援助）の増加にけっ

して安閑としてはおれないのである。

　「東部も赤字，中，西部も赤字」「中央も赤字，

地方も赤字」「省も赤字，県・郷地も赤字」と

いうのが，まさに高度成長を謳歌している中国

の公共部門の偽らざる現状なのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（以下次号）
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